
問▶障害福祉課（☎〈71〉2225/FAX〈74〉6789）

　本市では、「手話は言語である」との認識に基づき、「安城市手話言語条例」を制定し、
令和６年４月１日に施行しました。

手話言語条例を制定しました

市の責務
◦手話の普及や啓発を行います
◦�手話を使用しやすい環境整備
を促進します

◦�手話の担い手の育成に取り組
みます

市民・事業者のみなさんの役割
◦手話に対する理解を深めます
◦�主に手話を使う市民は、地域
社会に参加し、手話に関する
取組みに協力します
◦�事業者は、手話を使う従業員
の就業環境の整備に努めます

主な施策
◦手話通訳者、要約筆記者の派遣
◦市役所等への手話通訳者の設置
◦小中学校等への出前講座
◦手話奉仕員養成講座
◦手話サークル等の紹介

「耳が聞こえない＝手話が使
える」とは限りません。その
人に合わせたコミュニケーシ
ョン方法を使いましょう。

手話によるポジティブな影響や、手話を介してどんなことが起こる
のか等、誰もが手話に興味を持って楽しんでもらえる内容です。

手話以外にも、
みんなの理解と協力で「できること」から

　主に手話を使う市民は、容易に社会参加すること
ができず、相互理解の機会を得ることが困難であり、
さらには手話の担い手不足等も懸念される状況です。
　このような認識の下に、全ての市民が地域の一員
として分かり合い、認め合いながら、支え合う地域
共生社会を実現するため、この条例を制定しました。

どうしてこの条例を作ったの？

手話エンターテイナー、役者、国際手話通訳とし
て国際舞台で活動。2022年フジテレビ『silent』に
出演。NHK『みんなの手話』等、各メディアにも
出演中。

講師 那須 映
え り

里氏

●日時　９月７日㈯午後１時３0分～
３時
●場所　アンフォーレホール
●対象　市内在住・在勤・在学者
●定員　180人（先着）
●申込み　７月５日㈮
午前９時からQRコー
ドで申込み

条例の手話版（動画）

topic 5

筆談手話

スマートフォン等
（画面に表示する）

読話
（口の動きを読む）

身振り

「手話があたえてくれるもの」手話言語条例制定記念講演会

町内会の行事等に町内会の行事等に
手話通訳者等の派遣手話通訳者等の派遣
を依頼する。を依頼する。

情報は、目で見ても情報は、目で見ても
伝わるようにする。伝わるようにする。

診察に手話通訳者等診察に手話通訳者等
が同伴することがあが同伴することがあ
ります。ります。

紙に書く、スマホの画紙に書く、スマホの画
面を見せる等、目で見面を見せる等、目で見
てわかる方法で伝える。てわかる方法で伝える。
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　４月２４日、民間の有識者グループ「人口戦
略会議」は、全体の４割にあたる７４４自治体で、
２０５０年までに２０代３０代の女性人口が半減し、「最
終的には消滅する可能性がある」と公表しまし
た。幸いと言うべきか、安城市はこの７４４自治
体には含まれていませんが、本市の人口は減少
し始めています。特に出生数が大きく減り続け
ていることには、危機感を抱かざるを得ません。
　その２日後、読売新聞が数ページにわたり紙
面を割いて、わが国の人口減少を総力で抑制す
るための７項目の提言を掲載しました。
　「結婚から育児 切れ目なく支援」「若者が希望
を持てる賃上げ」「多様な働き方 選べる社会に」
等々。
　私自身はこの提言に大いに賛同していますが、
地方自治体が取り組まなければならない項目と
して、特に「住み続けたい地域づくり 地方都市
からの流出防ぐ」に着目しています。
　人口の東京一極集中が進めば、地方の行政サ
ービスが持続困難になることは明白です。若者
達に地元に残って（戻ってきて）もらい、更に首
都圏はじめ他の地域からの流入を促す努力が自

治体に求められています。とりわけ、人口減少
に歯止めをかけるカギを握る若い女性に強く働
きかけることが重要です。
　働きたいと思える仕事、おしゃれなお店、心
を豊かにするカルチャー、安らぎを覚える景観、
利便性の高い住環境…。若い人達にとって魅力
的に映るまちをつくるには、広範なテーマを相
手にする必要があります。
　一方、今年度からスタートした第９次安城市
総合計画の目指す都市像「ともに育み、未来を
つくる しあわせ共創都市 安城」は、「住み続け
たい地域づくり」という提言と極めて親和性が
高く、同じ方向性を持っていると思います。
　記事を読み、「若者が地元で夢を実現できる環
境」を整えるためにも、まさに総力で安城市総
合計画を強力
に推進する決
意を新たにし
ました。

三星元人市長からのメッセージ
安城市の新たな取り組み、若者が住み続けたい地域づくり

　すべての妊産婦やこども、子育て世帯に対する相談支
援を一層充実させるため、今年４月から「こども家庭セ
ンター」を保健センターと子育て支援課に設置しました。

●妊産婦や乳幼児（母子健康）に関すること
場所・問合せ➡保健センター(☎〈７6〉11３３)

●児童のいる家庭（児童福祉）に関すること
場所・問合せ➡子育て支援課(☎〈７1〉２２７２)相談窓口

こども家庭センターとは
　子育て世代包括支援センター（母子保健）と子ども家庭
総合支援拠点（児童福祉）の設立の意義や機能を維持した
上で、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母
子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機
関です。
　こども家庭センターでは、母子保健・児童
福祉の両機能の連携・協働を深め、子育てに
困難を抱える家庭に対して、切れ目なく、漏
れなく対応していきます。 市HP

こども家庭センターを設置しました！

妊娠・出産・子育てに関するさまざまな悩みを相談
してください。相談内容により、保健師や保育士等
の職員が対応します。

こども家庭センターにおける
一体的相談支援体制

連携・協力

指揮・命令

こども家庭センター

センター長

統括支援員
母子保健
保健センター

保健師等

主に母子保健の
相談等を担当

児童福祉
子育て支援課

子ども家庭
支援員等
主に児童福祉の
相談等を担当


